
ジェルジェットプリンタ寄贈に関する覚書 

 
１．甲は、乙に対し本覚書の末尾添付書１に記載する本物件を乙に無償で寄贈する。 
２．乙は、本物件を本覚書の末尾添付書 2 に記載する乙の「活動目的」の一環として利用

し、それ以外は使用を行わないものとする。 
３．甲は、乙が本物件を本覚書が定めた以外の使用、または、本物件を違法な印刷等、寄

贈に相応しくない利用を行っていると判断した場合は、乙の費用で本物件を甲へ返却

することを求めることができる。 
４．乙は、本物件を乙の責任において保管するものとし、売却、担保設定、贈与等の処分

を行わずかつ第三者に貸与しないものとする。ただし、2．記載の「目的」に鑑み、甲
が乙による処分、貸与を事前に書面により許容した場合は、この限りではない。 

５．乙は、甲に対して項の定めた書式に沿った活動報告を寄贈後半年の時点で提出するも

のとする。 
６．乙は、本物件を本覚書により定めた使用法に相応しくない性能であると判断した場合

は、甲へ報告のうえ乙の費用でこれを廃棄処分することができる。また、本物件を廃

棄する際には、乙の責任において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係

諸法令に従い適正に廃棄するものとする。 
７．プリンタの消耗品であるインクカートリッジはプリンタの性能を安定した状態でご使

用いただくために、リコー純正カートリッジを使用し、プリンタ本体の品質保証を維

持するものとする。 
８．甲は、乙に対し、本物件について、3年間メンテナンス保証するものとし、保証期間切
れ以降の保証およびメンテナンス責任に関しては乙の責任において行うものとする。 

９．本物件寄贈決定後、乙が甲に提出した写真、資料等の活動報告資料は、甲および甲の

支援団体が広報活動に使用することができるものとする。その際、写真に写っている

人物、著作権者をはじめとする諸権利者の使用許諾は乙の責任のもと、乙がこれを得

ることとする。 
１０． 本覚書に定めのない事項および覚書の解釈に疑義が生じた時は、甲乙誠意をもっ

て協議し決定するものとする。 
 
本覚書の証として本書を 2 通作成し、甲乙それぞれ記名、押印のうえ、各 1 通ずつ保存す
る。 
 
 
 



平成  年  月  日 
 
 
甲 札幌市北区北 7条西 4丁目 12番地ニッセイMKビル 
  
 リコー北海道株式会社 
 代表取締役 坂主 智弘                 印 
 
 
乙  
 
 
 
         印 
 
 
 
 
 
 
 
付属書 1 寄贈物件 
 
リコージェルジェットプリンタ（IPSIO GX７０００） 
 
 
付属書 2 活動の目的 
 
乙は、 
 
 
 
 
                           を目的とする団体である。 


